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④高額レセプトの状況 

a.高額レセプト件数及び医療費の推移(平成26 年度～平成28 年度) 
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b.高額レセプトの疾病内訳（平成28 年度） 

(a)高額レセプトすべて(1 件当たり 50 万円以上)    

※KDBシステム「厚生労働省様式(様式1-1)(基準金額以上となったレセプト一覧)」平成28年7月処理分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)レセプト 1 件当たり 50 万円以上100 万円未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)レセプト 1 件当たり 100 万円以上200 万円未満 
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(d)レセプト 1 件当たり 200 万円以上300 万円未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)レセプト 1 件当たり 300 万円以上 
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③市町村別医療費等の状況          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KDB システム『「地域の全体像の把握」医療費分析(最大医療資源名による) H28 年度累計』 

 

 

 

 

 

 

 

                   

レセプトに記載されている疾病名と概要から金額が最も高いと算出した疾病名が、①糖尿病 ②高血圧 ③脂質

異常症 ④高尿酸血症 ⑤脂肪肝 ⑥動脈硬化症 ⑦脳出血 ⑧脳梗塞 ⑨狭心症 ⑩心筋梗塞 ⑪がん ⑫筋骨

格系及び結合組織の疾患 ⑬精神及び行動の異常 ⑭慢性腎不全(透析なし) ⑮慢性腎不全(透析有)のいずれかに該

当する疾病について判定しています。 

 

 ①から⑮の医療費の合計の中で、5％以上を占める疾病はグラフに表示し、5％未満の疾病は「その他」として表示

しています。 

 

県の値と比較して、各市町村の値が2倍以上の場合は赤で表示し、20％以上高い場合は緑で表示しています。 
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④糖尿病性腎症に関する状況 

●全国の状況（2016年末） 

 

※出典：日本透析医学会 
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●当広域連合の状況 

 

１．糖尿病総数中の糖尿病性腎症人数

（判定条件：糖尿病性腎症人数から１型糖尿病者を除いた腎症人数）

　　　【 ２型糖尿病者総数（実数） 】 KDBシステム_平成２８年度累計
糖尿病総数 治療状況内訳（実数）

治療状況内訳（実数）
HbA1c

検査

インスリン

注射のみ

ｲﾝｽﾘﾝ注射･

内服治療あり

内服治療

のみ
ｲﾝｽﾘﾝ注射･

内服治療なし

a b c d e f g h i j k l
65-69歳 392 298 28 32 133 199 43 35 10 11 21 1
70-74歳 449 347 21 36 144 248 47 37 7 8 23 9
75-79歳 13,259 11,271 358 850 4,598 7,453 1,200 1,139 95 213 654 238
80-84歳 14,218 12,277 449 977 4,748 8,044 1,317 1,258 100 228 705 284
85-89歳 10,032 8,408 297 702 2,997 6,036 813 770 59 151 384 219
90-94歳 4,710 3,794 124 304 1,286 2,996 319 297 26 56 163 74
95-99歳 1,245 975 38 63 288 856 74 68 3 12 28 31
100歳以上 186 130 5 12 36 133 5 4 0 1 2 2
全体 44,491 37,500 1,320 2,976 14,230 25,965 3,818 3,608 300 680 1,980 858
割合（％）

糖尿病総数 治療状況内訳（実数）

治療状況内訳（実数）

HbA1c

検査

インスリン

注射のみ

ｲﾝｽﾘﾝ注射･

内服治療あり

内服治療

のみ

ｲﾝｽﾘﾝ注射･

内服治療なし

a b c d e f g h i j k l
（計算式） b/a c/a d/a e/a f/a g/a h/g i/g j/g k/g l/g

65-69歳 76.0% 7.1% 8.2% 33.9% 50.8% 11.0% 81.4% 23.3% 25.6% 48.8% 2.3%
70-74歳 77.3% 4.7% 8.0% 32.1% 55.2% 10.5% 78.7% 14.9% 17.0% 48.9% 19.1%
75-79歳 85.0% 2.7% 6.4% 34.7% 56.2% 9.1% 94.9% 7.9% 17.8% 54.5% 19.8%
80-84歳 86.3% 3.2% 6.9% 33.4% 56.6% 9.3% 95.5% 7.6% 17.3% 53.5% 21.6%
85-89歳 83.8% 3.0% 7.0% 29.9% 60.2% 8.1% 94.7% 7.3% 18.6% 47.2% 26.9%
90-94歳 80.6% 2.6% 6.5% 27.3% 63.6% 6.8% 93.1% 8.2% 17.6% 51.1% 23.2%
95-99歳 78.3% 3.1% 5.1% 23.1% 68.8% 5.9% 91.9% 4.1% 16.2% 37.8% 41.9%
100歳以上 69.9% 2.7% 6.5% 19.4% 71.5% 2.7% 80.0% 0.0% 20.0% 40.0% 40.0%
全体 84.3% 3.0% 6.7% 32.0% 58.4% 8.6% 94.5% 7.9% 17.8% 51.9% 22.5%

1．糖尿病者患者中の糖尿病性腎症の割合は、平成28年度の累計数でみると平均8.6％です。

　　65-74歳（障害認定者）は1割以上、75-84歳は約9％、85歳以降になると減少傾向になります。

2．糖尿病性腎症者全体の治療内訳は、内服治療のみが5割以上を占めています。

　　インスリン注射・内服治療とも無い者がおよそ4分の1、内服治療を含むインスリン注射の者が4分の1を占めています。

　　糖尿病患者全体の治療内訳（表）をみると、内服治療のみ（e）は3割です。インスリン注射・内服治療とも無い者（f）が

　　約6割と半数以上を占めています。　内服治療を含むインスリン注射の者（c・d）は約1割です。

　　【 １型糖尿病と２型糖尿病の違い 】

１型糖尿病 膵臓のβ細胞が破壊されたため、インスリンの分泌ができなくなってしまう。自己免疫やウイルス感染が引き金になる。

２型糖尿病 遺伝的体質に食べ過ぎ、運動不足、肥満などの生活習慣が関係する。

内服治療

のみ

ｲﾝｽﾘﾝ注射･

内服治療なし

HbA1c

検査

インスリン

注射のみ

ｲﾝｽﾘﾝ注射･

内服治療あり

内服治療

のみ
ｲﾝｽﾘﾝ注射･

内服治療なし
糖尿病性

腎症

糖尿病性

腎症

HbA1c

検査

インスリン

注射のみ

ｲﾝｽﾘﾝ注射･

内服治療あり

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

１．平成28年度糖尿病患者中の腎症の割合

平均

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85-89歳

90-94歳

95-99歳

100歳以上

全体

2．糖尿病性腎症者の治療状況内訳

インスリン

注射のみ

ｲﾝｽﾘﾝ注射･

内服治療あり

内服治療

のみ

ｲﾝｽﾘﾝ注射･

内服治療なし
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２．人工透析患者中の糖尿病性腎症者の状況（判定条件：2型糖尿病性腎症を満たすレセプト）

KDBシステム_平成29年3月作成データ

内訳（重複あり）

インスリン

療法

糖尿病性

腎症

糖尿病性

網膜症

糖尿病性

神経障害

a b c d e f g

65-69歳 970 71 32 6 7 5 4
70-74歳 1,001 69 44 7 9 15 3
75-79歳 38,320 236 129 23 23 17 12
80-84歳 37,858 217 110 18 25 16 7
85-89歳 27,436 104 40 3 9 6 4
90-94歳 14,181 41 10 1 3 0 2
95-99歳 4,261 2 1 0 0 0 1
100歳以上 700 0 0 0 0 0 0
全体 124,727 740 366 58 76 59 33
割合（％）

内訳（重複あり）

インスリン

療法

糖尿病性

腎症

糖尿病性

網膜症

糖尿病性

神経障害

a b c d e f g

（計算式） b/a c/b d/c e/c f/c g/c

65-69歳 7.3% 45.1% 18.8% 21.9% 15.6% 12.5%
70-74歳 6.9% 63.8% 15.9% 20.5% 34.1% 6.8%
75-79歳 0.6% 54.7% 17.8% 17.8% 13.2% 9.3%
80-84歳 0.6% 50.7% 16.4% 22.7% 14.5% 6.4%
85-89歳 0.4% 38.5% 7.5% 22.5% 15.0% 10.0%
90-94歳 0.3% 24.4% 10.0% 30.0% 0.0% 20.0%
95-99歳 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
100歳以上

全体 0.6% 49.5% 15.8% 20.8% 16.1% 9.0%

1．平成29年3月作成の1月分のデータによると、被保険者に対する人工透析者を受けている者の割合は65-74歳

　　（障害認定者）が約7％と非常に高く、75歳以上になると平均0.5％です。75歳以上について年齢階級別にみると、

　　75-79歳・80-84歳がそれぞれ0.6％、年齢階級が上がるにつれ0.4％、0.3％と減少傾向を示します。　

2．人工透析患者の中で糖尿病がある者の割合は、全体でおよそ5割です。

　　人工透析を受ける糖尿病患者の中で、インスリン療法を行っている者は約16％です。

　　人工透析を受ける糖尿病患者の中で合併症の割合は、腎症が約2割、次いで網膜症16％、神経障害9％です。

　　95歳以上については、対象者数が少ないため割合が高くなっています。

　【 糖尿病性腎症の病期分類 】
病期 腎機能（Cｃｒ） 治療等のポイント

正常（30未満） 正常（時に高値） 血糖コントロール

微量アルブミン尿（30～299） 正常（時に高値）

Ccr：60㎖／分以上

Ccr：60㎖／分以上

透析療法中

対応例

第1期：腎症前期
第2期等に対する腎症予

防事業第2期：早期腎症期 厳格な血糖コントロール、降圧治療

血糖コントロール、降圧治療、低蛋白食

（透析療法導入）水分適宜制限

主治医に健診結果連絡、

対策強化を連携

第3期A：顕性腎症前期
厳格な血糖コントロール･厳格な降圧

治療、蛋白制限食
医療と連携した腎症悪

化防止のための保健指

導第3期B：顕性腎症後期
持続性蛋白尿（１g/日以上、時にネフ

ローゼ症候群）

血糖コントロール、厳格な降圧治療、

蛋白制限食、水分適宜制限

持続性蛋白尿（１g/日未満）

第5期：透析療法期

第4期：腎不全期
持続性蛋白尿（時にネフローゼ症候

群）
著明低下（血清クレアチニン値上昇）

蛋白尿（アルブミン）

被保険者

数 人工透析

人数 糖尿病

人数

被保険者

数 人工透析

人数 糖尿病

人数

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%
１．被保険者数に対する人工透析者数の

割合

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

合併症等

割合
糖尿病人数

割合
2．人工透析患者中の糖尿病者の割合と

糖尿病者中の合併症等の割合

糖尿病人数 イ ンスリン療法 糖尿病性腎症 網膜症 神経障害
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⑤介護保険の状況 
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〇平成28年度被保険者の医療介護健診の状況【国保データベース（KDB)システムより抽出】

被保険者

Ⅰ医科 Ⅱ介護 124, 887人

医科全体：120, 827人（96. 75％） 介護全体：46, 880人（37. 54％）

　　　　　　　④39, 416人

　　①54, 419人（43. 57%） 　　　（31. 56％） ②718人（0. 57％）

　　　　⑦6, 726人

（5. 39％）

　　⑤20, 266人 ⑥20人

　　（16. 23％） （0. 02％）

③321人（0. 26％）

⑧歯科のみ受診

健診全体：27, 333人（21. 89％） 　467人（0. 37％）

Ⅲ健診 ⑨医科介護健診歯科なし

　2, 534人（2. 03％）

上記の図は、国保データベースシステムで、平成28年度被保険者の医科情報（医科受診の有無）、介護情報
（認定の有無）、健診情報（健診の有無）を確認し、それぞれ重複状況を示したものです。

被保険者総数に対して、「医科受診あり」の者は96.8％で、ほとんどの被保険者が何らかの医療を受けている

事になります。
「介護認定」は37.5％の被保険者が受けています。
医科・介護・健診とは別に歯科診療のみを受けている被保険者が約0.4％いるので、医科、介護認定、健診及

び歯科の全てを受けておられない被保険者は約2.0％です。

　　重複状況

医科
のみ

介護
のみ

健診
のみ

医科・
介護

医科・
健診

介護・
健診

医科
介護
健診

Ⅰ ① Ⅱ ② Ⅲ ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

総数 124, 887 120, 827 54, 419 46, 880 718 27, 333 321 39, 416 20, 266 20 6, 726 467 2, 534

（％） 100. 00% 96. 75% 43. 57% 37. 54% 0. 57% 21. 89% 0. 26% 31. 56% 16. 23% 0. 02% 5. 39% 0. 37% 2. 03%

医科
介護
健診

歯科
なし

被保険者

医科受診 介護認定 健診受診

歯科
のみ

受診
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◆第Ⅲ章◆ 本計画の中間評価       

１．策定から中間年までの状況 

(１)目的 

平成 21 年度から保健事業実施計画（以下「データヘルス計画」という。）の前身となる保健事業計画を策定し、平成 28 年

度には第1 期データヘルス計画を策定し、平成30 年度からは 6 か年計画として本計画を策定しました。令和2(2020)年度は

本計画の中間年度にあたることから、目標や事業の進捗評価を行い、最終年度に向け見直しを図りました。 

 

(２）評価方法 

計画全体及び各事業の目標値(アウトカム指標)の計画上半期の経年的変化と計画策定時のベースライン値の比較により、

次の判定区分により評価を行います。 

【判定区分】 

※国民健康保険のためのデータヘルス計画 中間評価マニュアル Ver.1-1 帝京大学大学院公衆衛生学研究科 2020 年5 月 P4 

 

（３）目標ごとの評価状況 

①計画目標  

 

指標評価 

(ベースライン値との比較) 

a b c d 

 
改善している 変わらない 悪化している 評価困難 

目標評価 

(目標値との比較) 

A B C D E 

すでに 

目標達成 

目標は達成できて

いないが、達成の

可能性が高い 

目標の達成は難し

いが、ある程度の

効果はある 

目標の達成は困

難で、効果がある

とは言えない 

評価困難 

 
評価指標(アウトカム) 

実績 
指標評価 目標評価 

H28 R1 

全体目標 健康寿命 
男性 71.71 
女性 75.74 

- d 

E  中期的 

目標 

日常生活を自立して過ごせる高齢者(平均自立期間) 
男性 78.8 

女性 84.3 

男性 79.5 

女性 84.4 
a 

医療費  (1 人あたり医療費等) 903,266 円 952,611 円 c 

現状 

・健康寿命の最新値は令和 3 年度中の公表予定のため、評価できませんでした。平均自立期間は男女ともに

延伸しており、男性よりも女性は 5 歳程度長く、全国と同様の傾向にありました。 

・医療費は増加しており、「循環器系の疾患」の費用額が 1位で、高額レセプトの上位疾患となっています。また

近年は「新生物＜腫瘍＞」の費用額も増加傾向となっています。 

・50 万円以上の高額レセプトの発生件数は増加していました。500 万円以上のレセプトでは、事前に予定され

ていた治療の件数が多く、医療費も緊急搬送に比べると低い状況でした。 

分析 

・被保険者は 2030 年まで増加予測となっており、医療技術の向上などにより平均寿命が延伸していくことで医

療費は今後も増加していくものと考えられます。医療費の適正化、健康寿命延伸のためには、保健行動に取り

組む被保険者を増やしていくことが必要であり、その支援をさらに推進していく必要があると考えます。 

・生活習慣病の重症化と思われる疾患で高額レセプトが発生しています。重症化リスクを早期発見、早期に適

切な介入が行われることで医療費適正化につながると考えます。 

今後の 

方向性 

・重症化リスクの早期発見と早期に適切な介入をすることで、医療費適正化に向けた取り組みを継続して行って

いきます。 

・被保険者の自主的な保健行動を関係機関と連携して進めます。 
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a.被保険者の状況 

(a)男女別・年代別被保険者数                 

 

 

 

 

 

 
  

 

※e-stat 後期高齢者医療状況報告月報(速報)9 月時点の被保険者数。        

 

(b)平均自立期間 

 

 

 

 

 

 

 

 ※KDB システム「地域の全体像把握」より抽出 

 

(c)医療費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     500 万円以上の高額レセプト発生上位5 位疾患 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,008 
13,643 

9,528 

4,847 

22,131 21,041 
18,780 

15,655 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上

男性 女性

2017年(H29) 2018年（H30) 2019年(R元)

79.0

84.3

79.3

83.7

79.5

84.2

79.5

83.8

79.5

84.4

79.6

84.0

75.0

80.0

85.0

男性 女性 男性 女性

広域全体 全国

平均自立期間 平成２９年度
平成３０年度
令和元年度

738,560
822,881 848,788 863,086 859,490 875,624 888,182 913,623 909,511 924,615 924,806 

－

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

－

50,000,000

100,000,000

150,000,000

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

医療費の経年状況

診療費 調剤費 食事・生活療養費 訪問看護 療養費等 1人あたり医療費(円)

1 人 あ た り

医療費(円)

医療費総額(円)

総額(円) 件数(件) 1件あたりの医療費(円)

緊急 予定 緊急 予定 緊急 予定

966,824,790 286,156,610 667,227,020 155 43 110 6,237,579 6,654,805 6,065,700

1位 大動脈弁狭窄症 432,325,260 13,890,460 418,434,800 73 2 71 5,922,264 6,945,230 5,893,448

2位 大動脈瘤 100,696,800 39,202,660 61,494,140 15 6 9 6,713,120 6,533,777 6,832,682

3位 心臓弁閉鎖不全症 74,955,240 11,687,770 63,267,470 14 2 12 5,353,946 5,843,885 5,272,289

4位 大動脈解離 79,872,520 74,549,340 5,323,180 11 10 1 7,261,138 7,454,934 5,323,180

5位 頭蓋内等出血 33,404,080 33,404,080 0 6 6 0 5,567,347 5,567,347 0

再掲)

500万円以上レセプトの合計
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②個別保健事業 

a.健康診査事業 

 

(a)受診率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
評価指標(アウトカム) 

実績 
指標評価 目標評価 

H28 R1 

健診受診率 
23.8% 

(27,660 人) 
24.5% 

(28,532 人) 
a C 

現状 

・市町村に委託し、生活習慣病の発病予防と重症化予防を目的として制度創設時から実施しています。 

・ベースラインと比較すると受診率は向上していますが、市町村間の受診率には開きがあります。 

・健診受診者全体の結果は改善傾向にありますが、男性は血糖・糖尿病性腎症重症化のリスクが、女性は血圧、や

せ判定割合が高い状況でした。 

・健診受診ありの入院・外来の医療費が健診受診なしの人に比較して低くなっています。 

・血圧、血糖の項目で受診勧奨値と判定された 2 割の人が該当疾患による医療は未受診でした。 

分析 

・制度開始から壮年期対策であるメタボ健診と同様の目的であったため、国の方針などに沿い、高齢者の特性を踏

まえた健診内容にしていく必要があります。 

・事業の公平性を保つために、市町村間の受診率の開きの原因を探り、改善に向けた検討を行う必要があります。 

・健診受診のある人では、健診受診なしの人よりも医療費が低い状況がありましたが、生活習慣病などで定期受診

をしている人は健診対象外であることから、今後はデータの見方には精査が必要です。 

・健診結果から検査数値が高く、医療管理が必要にも関わらず未受診となっている人が 2 割おり、このまま放置す

れば重症化する可能性も考えられるため、重症化予防に向け、医師会やかかりつけ医と連携し対策を継続してい

く必要があると考えます。 

今後の 

方向性 

・医師会や市町村などの関係機関とともに高齢者の特性を踏まえた健診を検討していきます。 

・市町村や健診実施機関などと連携して健診受診率の向上を図ります。 

40.2%

19.8%

9.6%
5.6%

48.3%

36.5%
40.6%

8.5%

21.2%

34.3%

12.1%

1.3%

15.9%14.1%
6.3%

57.9%

23.3%

38.4%

26.1%24.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

令和元年度 受診対象者数に対する受診率

27,623 27,952 28,532 

23.7% 24.2% 24.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

0

10,000

20,000

30,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度

健診受診状況推移 受診者数 受診率
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(b)健診結果 

                              平均最大血圧(被保険者のうち、65～89 歳) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)健診と医療費                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ※KDB システム 健康スコアリング(医療)データより抽出          ※前年度健診受診者と未受診者による一人あたり医療費で算出 

 

(d)健診結果と医療受診状況 

 

 

 

 

 

 

 

18.2% 17.5% 17.1%

22.5% 22.8% 23.2%
24.6% 24.1% 24.0%

21.2% 21.7% 21.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

H29 H30 R1 H29 H30 R1

20未満 25以上

BMI判定 男性 女性

20.2%
18.3% 18.8%

14.6%
13.1% 13.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

H29 H30 R1

受診勧奨判定

血糖判定割合 男性

女性

3.2% 3.2%

2.7%

1.7% 1.7%
1.4%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

H29 H30 R1

糖尿病性腎症リスク者判定割合
男性

女性

男性 mmHg 女性 mmHg

平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

65-89歳 131.7 132.3 131.4 65-89歳 133.9 134.6 133.6

目　標 目　標128.8 127.6

男性 mmHg 女性 mmHg

平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

65-89歳 131.7 132.3 131.4 65-89歳 133.9 134.6 133.6

目　標 目　標128.8 127.6

健診受診あり 健診受診なし 健診受診あり 健診受診なし 健診受診あり 健診受診なし

平成29年度 305,755 477,088 353,550 394,132 28,062 22,209

平成30年度 282,952 483,548 350,813 387,462 29,726 23,284

令和元年度 307,419 501,901 355,490 400,493 30,352 23,856

平成29年度 235,552 438,742 353,382 396,443 33,100 27,524

平成30年度 237,459 442,192 342,825 388,631 34,340 28,628

令和元年度 251,954 473,036 366,151 419,585 37,594 31,272

歯科外来入院

島根県

全国

  

血圧値 血糖値 

受診勧奨値者数 

(人) 
割合 

受診勧奨値者数 

(人) 
割合 

受診あり※ 7,280 77.6% 1,638 80.5% 

受診なし 2,099 22.4% 396 19.5% 

※受診ありは、血圧が高血圧、血糖が糖尿病の受診歴がある人   ※健診結果と KDB システム(R2.5 月処理分)抽出データを突合して集計 

※割合=受診有無の各総数/受診勧奨値数*100 
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b.歯科口腔健診事業 

 

(a)健診結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)8020 達成状況                       (c)歯科健診と健診 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
評価指標(アウトカム) 

実績 
指標評価 目標評価 

H28 R1 

歯科口腔健診受診率 
11.23％ 

(6,736 人) 
※75～83 歳が対象 

11.43% 
(8,158 人) 

※12.1% (7,001 人) 
ｂ C 

現状 

・当広域連合の直営事業として、歯科口腔機能をチェックするとともに栄養状態を把握することを目的に実施して

います。歯科医院で受診する方法(平成 27 年度開始)の他、在宅療養中の要介護 3 以上で医療・介護で同等の

サービスを受けていない人に訪問歯科健診(平成 28 年度開始)も実施しています。島根県歯科医師会の協力に

より健診項目の充実を図るなどの取組が進められています。 

・当該年度中の健診結果を市町村に随時提供し、タイムリーな保健事業への活用体制をとっています。 

・受診者数は増加しましたが、受診率は横ばいとなっています。 

・健診と同様にやせ判定は女性に多く、男女ともに 80 歳代で低栄養リスクの判定割合が高まっている状況でし

た。 

・自分の歯を 20 歯以上保有している人の割合は増加しており、8020 の達成割合も増加していましたが、目標値

には届きませんでした。 

分析 

・歯科健診の受診率は伸びてきていますが、医科健診受診の 1/2 の受診率となっていました。 

・低栄養状態の発生・悪化を防止するためには口腔機能を保つことが大切なポイントとなると考えています。歯科

医師会の協力もあり、フレイル状態にある人を早期発見するための項目追加など内容を充実しています。単に歯

の状態だけでなく咀嚼・嚥下機能など口腔機能のチェックもできる健診であることを啓発し、受診率の向上を図っ

ていく必要があると考えます。 

今後の 

方向性 

・歯科口腔健診の受診率の向上を図るための対策を関係機関とともに検討し、実行していきます。 

人 ％ 人 ％

平成29年度 8,761 3,685 42.1 5,076 57.9

平成30年度 8,162 3,482 42.7 4,680 57.3

令和元年度 8,157 3,455 42.4 4,702 57.6

歯科健診
受診者数

(人)
なし

医科健診受診

あり

8,746 8,139 8,134 

16 
24 24 

12.11% 11.32% 11.43%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度

歯科口腔健診受診状況 訪問以外の健診
訪問健診
受診率

(人)

平成29年度 平成30年度 令和元年度

受診者数 1,808 1,635 1,593

20歯以上有している人(人) 872 844 805

20歯以上有している人の割合(％) 48.2% 51.6% 50.5%

受診者数 2,874 2,365 2,230

20歯以上有している人(人) 1,104 929 928

20歯以上有している人の割合(％) 38.4% 39.3% 41.6%

受診者数 4,682 4,000 3,823

20歯以上有している人(人) 1,976 1,773 1,733

20歯以上有している人の割合(％) 42.2% 44.3% 45.3%

男女計

男性

女性

60.1%
目標：80歳で20歯以上自分の歯を有している人
        の割合の増加

6.2%

14.7%

8.9%

13.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

70歳代 80歳代

男性 女性 男女計

低栄養リスク判定者割合

(BMI20未満かつ下腿周囲長31cm未満)
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c.健康診査に基づく受診勧奨事業 

 

(a)健診未受診者への受診勧奨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 健診の結果、要医療・精検などの判定者のうち、医療につながっていない人への受診勧奨 

 

 

 

 

 

 

 

※要医療、要治療等の医療機関受診を必要する判定者のうち、すでに医療機関受診をしている者は対象から除いている。 

※受診とは、指摘疾患受診以外の医療受診及び次年度健診受診状況による数値改善者も含み計上 

 

 
評価指標(アウトカム) 

実績 
指標評価 目標評価 

H28 R1 

要医療・精検など判定者で医療につ

ながっていない人の医療受診率 
55.7% 

(44/79 人) 
90,0% 

(27/30 人) 
a A 

健診未受診者の健診受診率 
6.3% 

(73/1,165 人) 

8.4% 

(94/1,117 人) 
a C 

現状 

・当広域連合の直営事業で、①健診の結果、要医療・精検などの判定者のうち、医療につながっていない人を対

象(平成24 年度開始) ②健診未受診者を対象(平成22 年度開始)とした２つの対象群で受診勧奨を実施しています。 

・いずれの対象群においても受診勧奨後の受診率は、高くなっていましたが、市町村によっては勧奨が受診につ

ながっていないところもありました。 

・健診未受診による勧奨で、次年度以降の健診受診につながった割合は、これまでに勧奨歴のない人の方が高い

状況でした。 

・健診で要医療・精検など判定者のうち、医療につながっていない人の受診勧奨対象となった健診項目は、1 位が

LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙも含む脂質異常、2 位が血圧と続きます。 

分析 

・勧奨の目的に沿った事業区分にしていく必要であります。また併せて一体的実施事業のハイリスクアプローチの

メニューとなっている健康状態不明者対策事業と事業整理を行う必要があります。 

・受診勧奨後、受診につながりにくい状況を把握し、解決策を検討する必要があります。 

・医療機関未受診者の勧奨となった健診項目は、発病初期や治療経過が良好の場合に体調変化を自覚しにくくも

ののため、医療受診の必要性が伝わる媒体などを検討し活用していく必要があります。 

今後の

方向性 

・各受診勧奨事業は継続して実施していきます。さらに事業効果を向上させるために勧奨対象、通知内容などの見

直しを図るとともに関係機関と連携して実施します。 

8.2%

12.0%
13.7%

17.1% 16.6%

0.0%

7.9%

4.5%
6.0% 5.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

75歳 76歳 77歳 78歳 79歳

年齢別(H29～R1合算) 勧奨歴なし 勧奨歴あり
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d.長寿・健康増進事業 

 

 人間・脳ドック受診者数                  (人) 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

e.重複頻回受診・重複投薬者等への訪問指導事業 

 
評価指標(アウトカム) 

実績 
指標評価 目標評価 

H28 R1 

ドックの受診結果活用市町村割合 
33.3％ 

(2/6 市町村) 
18.6％ 

(2/7 市町村) 
ｃ B 

現状 

・人間・脳ドックを実施している市町村への補助事業として制度創設時から実施していますが、補助市町村は一部に

限られています。 

・ドック事業単独の国の財政支援は令和元年度で終了となりました。 

・ドックの結果と保健事業に活用していない市町村が多い状況です。 

分析 
・全市町村を対象としている事業であるが、活用している市町村は一部に限られています。またドック単独における

国の財政支援も得られなくなるため、事業の見直しが必要です。 

今後の

方向性 

・本計画の終了とともに人間・脳ドックへの補助事業は終了し、健診事業、健診結果からつながる保健事業の充実を

図る方針に転換していきます。 

 
評価指標(アウトカム) 

実績 
指標評価 目標評価 

H30 R1 

適正受診につながった被保険者の割合 100% 85.4% c 

A 
改善による効果額 

1,947,120 円 
1人あたり 11,590円 

3,146,220 円 
1人あたり7,491 円 

a 

現状 

・事業実施は市町村及び業者へ委託し、対象者の抽出及び効果測定は国保連合会へ事務委託しています。 

・対象者は、①重複受診が 3 か月連続して同一疾患でレセプトが 3 件以上の人、②頻回受診が 3 か月連続して同一

医療機関の受診が 15 日以上の人、③重複投薬者が同系医薬品の投与日数が 60 日を超える人となっています。実際

の訪問指導対象は、重複投薬者のみで該当した場合は対象外としています。 

・訪問指導を受けた事業対象者数は増加しており、指導を受けることで適正受診や医療費の削減効果につながってい

るが、指導を受けた人が居住する地域は県東部に限定されています。 

・対象者となった疾患でみると「筋骨格系及び結合組織の疾患」が 3 割と最も高くなっています。 

分析 

・訪問指導を受けた事業対象者は、適正受診や医療費の削減につながっており、医療費適正化の観点からも県内全

域で実施できる方法を検討する必要があります。 

・対象群の健康状態をレセプト等から分析をすすめ、対策を検討する必要があります。 

今後の

方向性 

・県内全域で実施できる効果的な指導方法を検討していきます。 

・事業対象者の集団特性を継続して集計・分析し、対策を検討していきます。 

市町村名 平成29年度 平成30年度 令和元年度

松江市 312 313 324

浜田市 92 97 98

大田市 76 79 105

江津市 147 149 143

奥出雲町 72 40 49

飯南町 3

吉賀町 15 11 18

計 714 689 740
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(a)広域全体 

ア.対象者と実施状況                      

 

 

 

 

 

 

 

※重複受診の抽出は、平成30 年度の医療機関数は 4 つ、令和元年度は3 つと条件が緩和。 

 

イ.対象となった該当上位5 位疾患(大分類) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ.市町村別状況                      

 

 

 

 

 

 

 

 

※対象者数＝指導対象者数で集計。 

 

エ．効果 

 

 

 

 

 

 

 

件数 構成率 件数 構成率 件数 構成率 件数 構成率

第4章 内分泌，栄養及び代謝疾患 （E00-E90） 696 13.2% 439 8.7% 1,269 14.0% 843 9.4%

第6章 神経系の疾患 （G00-G99） 310 5.9% 333 6.6% 532 5.9% 606 6.7%

第9章 循環器系の疾患 （I00-I99） 772 14.6% 904 17.8% 1,577 17.4% 1,452 16.1%

第11章 消化器系の疾患 （K00-K93） 560 10.6% 600 11.8% 1,246 13.7% 1,120 12.4%

第13章 筋骨格系及び結合組織の疾患 （M00-M99） 1,938 36.7% 1,806 35.6% 2,687 29.6% 3,052 33.9%

総計 5,276 - 5,073 - 9,069 - 9,006 -

平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

男性 女性

事業対象者 指導対象者 人数 割合 人数 割合 事業対象者 指導対象者 人数 割合 人数 割合

310 158 10 6.3% 28 17.7% 329 188 23 12.2% 14 7.4%

498 118 4 3.4% 17 14.4% 545 236 18 7.6% 27 11.4%

808 276 14 5.1% 45 16.3% 874 424 41 9.7% 41 9.7%

男性

女性

総計

平成30年度 令和元年度

対象者 実施者数 訪問前の電話のみ 対象者数 実施者数 訪問前の電話のみ

対象者数 実施者数 受診率 対象者数 実施者数 受診率

松江圏域 70 6 8.6% 123 24 19.5%

出雲圏域 58 8 13.8% 94 11 11.7%

雲南圏域 1 0 0.0% 6 0 0.0%

大田圏域 32 0 0.0% 38 6 15.8%

浜田圏域 58 0 0.0% 83 0 0.0%

益田圏域 55 0 0.0% 75 0 0.0%

隠岐圏域 2 0 0.0% 5 0 0.0%

令和元年度平成30年度

総計 男性 女性 総計 男性 女性

14 41

人数 14 35

割合 100.0% 100.0% 100.0% 85.4% 87.0% 83.3%

指導前
9-2月

272,135 175,555 96,580 608,823 392,463 216,360

指導後
11-1月

109,870 89,740 20,130 335,107 271,535.0 63,572

増減額 ▲ 162,265 ▲ 85,815 ▲ 76,450 ▲ 273,716 ▲ 120,928 ▲ 152,788

平成30年度 令和元年度

実施者数

適正受診に
つながった

1月あたりの
平均医療費
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ｆ.高齢者の低栄養防止・重症化予防事業  低栄養防止事業 

 

(a)事業実施市町村(一体的実施事業での実施も含む) 

 

 

 

 

 

 

(b)歯科口腔健診結果から抽出した低栄養リスク者数の状況    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※リスク者数は歯科口腔健診結果から広域が市町村へリスク者として結果提供数を圏域別に集計したもの 

 
評価指標(アウトカム) 

実績 
指標評価 目標評価 

H30 R1 

実施市町村のうち設定目標を達成した 

市町村の割合 
100％ 0％ ｃ C 

現状 

・市町村が実施する低栄養防止事業に財政補助する事業で平成30年度から開始しています。補助率は令和元年度

には 2/3 に減額となっています。 

・当広域連合からの補助を受けて実施する市町村数は増加しています。 

・歯科口腔健診結果から当広域連合が定める抽出要件により抽出した低栄養リスク者を市町村に情報提供をしてお

り、その提供数は増加しています。 

・事業目標の達成状況は、平成30 年度が 100％、令和元年度が 0％となっています。 

分析 

・低栄養リス者は増加していますが、当広域連合の補助を受けて事業に取り組む市町村は4/19 と少ない状況にあり

ます。フレイル状態への移行防止の礎となる本事業の取組市町村数の増加を図る必要があります。 

・2 年間の実績では、設定した目標の達成率は平成 30 年度が 100％で、令和元年度は 0％と不安定さがあり、評価

指標の設定を見直す必要があると考えます。また事業の対象群のレセプトや健診結果などを集計・分析し、市町村

などの関係機関と情報共有や意見交換を図り、効果的な対策を検討していく必要があると考えます。 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業のハイリスクメニューの1つであり、単独補助から一体的実施事業

への事業移行を働きかけていく必要があります。 

今後の

方向性 

・評価指標の見直しをします。 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業で実施する市町村数を増やすための働きかけをしていきます。 

・低栄養リスク判定となった集団のレセプトや健診結果等の集計・分析を進めていきます。 

1 2 3 4 5 6 7

平成30年度 松江市

令和元年度 松江市 益田市 江津市 雲南市

令和2年度 松江市 益田市 大田市 江津市 雲南市 邑南町 知夫村

リスクあり
結果提供数

提供割合 健診受診者数
リスクあり

結果提供数
提供割合 健診受診者数

リスクあり
結果提供数

提供割合 健診受診者数

松江圏域 261 11.8% 2,214 51 2.4% 2,132 255 12.2% 2,090

出雲圏域 248 12.8% 1,935 202 10.8% 1,872 248 13.1% 1,889

雲南圏域 93 13.4% 694 78 12.8% 611 116 16.6% 697

大田圏域 162 11.7% 1,390 127 10.3% 1,234 153 12.7% 1,202

浜田圏域 101 10.5% 961 86 9.6% 892 107 11.9% 899

益田圏域 148 11.8% 1,259 113 9.8% 1,151 137 12.3% 1,116

隠岐圏域 33 10.7% 308 24 8.9% 270 22 8.3% 265

広域全体 1,046 11.9% 8,761 681 8.3% 8,162 1,038 12.7% 8,158

平成29年度 令和元年度平成30年度
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 g.高齢者の低栄養防止・重症化予防等事業 糖尿病性腎症重症化予防 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)事業実施市町村(一体的実施事業での実施も含む) 

 

 

 

   ※益田市と大田市は未受診・受診中断者への受診勧奨のみ 

 

(b)健診結果から抽出した糖尿病性腎症リスク状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
評価指標(アウトカム) 

実績 
指標評価 目標評価 

H28 R1 

ハイリスク者の訪問指導 

次年度健診結果の改善者割合 
- 

改善割合 

0% 
d 

E 
未受診・中断者への受診勧奨 

医療につながった割合 
- 

つながり率 

66.7% 
d 

現状 

・市町村へ委託をし、令和元年度から開始した事業で 5 市町村が実施しています。事業対象者のうち、指導

を受けた人は令和元年度に 4 名でした。 

・健診結果から抽出した本事業対象者数は、減少傾向にあります。 

・人工透析患者は増加しており、80歳代以降に透析開始となっている割合は53％でした。透析患者のうち、

糖尿病を有している割合は 5 割程度いました。 

分析 

・後期高齢者医療に加入してから人工透析が開始となる場合もあり、医療費適正化の観点からも対策を推進

する優先度の高い事業ですが、市町村の取組数、実際に指導を受けた人は少ない状況です。 

・後期高齢者に対する事業推進について、関係機関と意見交換を行い、実施に向け具体的な検討を図って

いく必要があります。 

・事業対象者数が減少傾向にあるのは、医科健診の対象者要件から生活習慣病の定期医療受診者は除外

されていること、健診受診者全員がクレアチニン検査の対象ではないことが影響していると考えます。被保

険者のリスクを把握するためのスクリーニング体制が必要であると考えます。 

今後の

方向性 

・関係機関と意見交換を行い、事業の在り方や指導方法を検討していきます。 

※健診結果から、①かつ②または③を抽出 

①HbA1c6.5 以上または空腹時血糖126mg/dl(随時血糖200mg/dl)  ②尿蛋白(+)以上  ③(血清ｸﾚｱﾁﾆﾝ検査ありの場合)e-GFR50ml/分/1.73 ㎡未満 

1 2 3 4 5

令和元年度 浜田市 益田市 大田市 奥出雲町 美郷町

令和2年度 浜田市 大田市 奥出雲町 美郷町

リスク判定数 判定割合 健診受診者数 リスク判定数 判定割合 健診受診者数 リスク判定数 判定割合 健診受診者数

松江圏域 329 2.3% 14,141 339 2.3% 14,601 281 1.9% 14,686

出雲圏域 21 0.9% 2,250 21 0.9% 2,279 35 1.4% 2,557

雲南圏域 29 1.6% 1,817 23 1.3% 1,760 24 1.4% 1,735

大田圏域 119 3.0% 3,965 113 3.1% 3,697 85 2.3% 3,680

浜田圏域 100 2.6% 3,861 90 2.3% 3,836 75 1.9% 4,003

益田圏域 10 1.5% 689 16 2.3% 702 11 1.3% 871

隠岐圏域 19 1.8% 1,079 20 1.7% 1,144 20 1.7% 1,176

広域全体 627 2.3% 27,802 622 2.2% 28,019 531 1.8% 28,708

平成29年度 平成30年度 令和元年度
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(c)人工透析患者状況                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)新規透析患者の年代別状況（令和元年度） 

 

 

 

 

 

   ※1 型糖尿病患者を除く。 

 

(e)透析患者における糖尿病有病状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

607 624 
660 

389 406 403 

0.79% 0.82% 0.84%
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H29年度 H30年度 R元年度

人工透析患者状況 男性 女性 透析患者率

55.8% 54.1% 55.7%

43.7% 44.5% 46.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

平成29年度 平成30年度 令和元年度

透析患者における糖尿病有病割合 男性 女性

65～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90歳～ 計

全透析者数 196 331 266 200 60 1,053

新規透析者数 33 73 62 50 12 230

　　　　　　　　　　　 　割合　　（％）※１16.8% 22.1% 23.3% 25.0% 20.0% 21.8%



68 

 

h.後発医薬品差額通知事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
評価指標(アウトカム) 

実績 
指標評価 目標評価 

H28 R1 

ジェネリックの使用率 (9 月末現在) 69.1％ 80.6％ a A 

現状 

・当広域連合の直営で実施しています。保険証送付時や医療費差額通知に合わせて被保険者に啓発を行っていま

す。 

・国保連合会が主催する保険者協議会で使用率向上のための検討を行っています。 

・使用率は令和元年9 月診療分で 80.6％と目標を達成しており、全国で 4 位の実績となっています。 

分析 

・被保険者へ広く啓発できる機会をとらえて実施できており、医師会、薬剤師会などの関係機関の協力により効果が

出ている事業となっています。 

・県・市町村・薬剤師会・他保険者が一同に介する保険者協議会では使用率向上に向け課題や情報共有が図られる

機会となり、啓発が効率的に実施できる体制がとられていると考えます。 

今後の

方向性 

・使用率維持のため、現在の取組を継続して実施していきます。 

80.8% 80.6% 81.3%
84.1%
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③目標値の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．最終評価に向けての方向性 

上半期の実績等の状況から、次のポイントで最終評価に向け取組を進めていく必要があると考えました。 

①医療費の増加の抑制       

②高齢者の特性を踏まえた保健事業への方針転換 

③介護保険・介護予防事業との連携  

④疾患の重症化リスクの早期発見と適切な介入 

⑤被保険者の健康状態の把握 

 ⑥関係機関との連携 

ベースライン
(平成28年度)

平成29年度 平成30年度 令和元年度

健康寿命 延伸
男性　71.71
女性　75.74

- - -

                日常生活を自立して
                 過ごせる高齢者
                        ※平均自立期間

　男性 78.8　女性 84.3 男性 79.0　女性 84.3 　男性 79.5　女性 84.2 　男性 79.5  女性 84.4

　           医療費
                   ※1人あたり医療費

903,266円
(112,057,690,353円)

922,603円
(114,332,468,034円)

921,145円
(114,735,746,220円)

952,611円
(118,866,083,177円)

１）健康診査事業 受診率 28％以上
23.8%

(27,660人)
23.7%

(27,660人)
24.2%

(27,952人)
24.5%

(28,532人)

受診率 18％以上
11.23％(6,736人)

※75～83歳が対象
12.11%(8,762人)
※12.6%(7,407人)

11.32%(8,163人)
※11.9% (7,014人)

11.43%(8,158人)
※12.1%(7,001人)

訪問健診受診者のうち、
事後措置必要者の事後
措置反映率

80％以上
66.7％

(12/18人)
94.1％

(16/17人)

①医療機関未受診者の
医療機関受診率

60％以上
55.7%

(44/79人)
51.9%

(14/27人)
53.8%

(14/26人)
70%

(21/30人)

②健診未受診者の健診
受診率

10％以上
6.3%

(73/1,165人)
6.2%

(73/1,169人)
8.0%

(90/1,128人)
8.4%

(94/1,117人)

４）長寿・健康増進事業
ドックの受診結果活用市
町村割合

100%
33.3％

(2/6市町村)
33.3％

(2/6市町村)
33.3％

(2/6市町村)
18.6％

(2/7市町村)

訪問後の行動変容率 80％以上 - - 100% 85.4%

改善による効果額 増 - -
1,947,120円

(1人あたり 11,590円)
3,146,220円

(1人あたり 7,491円)

６）高齢者の低栄養防
止・重症化予防等事業
①低栄養防止

実施市町村のうち設定
目標を達成した市町村
割合

50％以上 - - 100% 0%

ハイリスク者の健診結果
数値

改善 - - -
評価対象数　1人
改善割合　0%

未受診・中断者の受診
勧奨後治療につながっ
た割合

50％以上 - - - つながり率　66.7%
(つながった人数　2人)

８）後発医薬品差額通
知事業(後発医薬品の
利用促進 )

ジェネリックの使用割合
(9月末時点)

80％以上 69.1% 75.9% 79.9% 80.6%

５）重複頻回受診、重複
投薬者等への訪問指
導事業

計画目標

７）高齢者の低栄養防
止・重症化予防等事業
②糖尿病性腎症予防

評価指標 目標

現状

事業名

２）歯科口腔健診

３）健康診査
受診勧奨事業
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第Ⅳ章 最終評価に向けての取組 

１．目標 

 (1)目標の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★が見直し部分 

 

 

 

    健康寿命の延伸 計画目標 

・被保険者が住み慣れた地域で自立した生活をできるだけ 

•   長く過ごすことができる 

・医療費の適正化 

 

めざすところ 

・高齢者の特性を踏まえた切れ目のない保健事業の展開 
•    ～フレイル(虚弱)の進行を防ぐ～ 

・医療費、個別事業の集計・分析・評価 

 

★保健事業の 

方向性 

１）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の推進 

２）生活習慣病や低栄養などの重症化リスク者の早期発見と早期介入 

３）健診・歯科口腔健診の受診率向上 

４）適正受診・適正服薬行動への推進 

★ 

取

組

方

針 

ブロック会議、担当課長会議、懇話会ほか、様々な機会を通じて実施状況などの情報共有、意見交換等 
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(2)県の健康目標 

第2次健康長寿しまね推進計画（健康増進計画）による目標設定は以下のとおりです。 

項目 指標 ベースライン 

(中間値) 

目標（年度） 

１）主要な健康指標

の改善 

 

 

 

 

⑦全年齢の脳血管疾患年齢調整死亡率

を減少させる 

(人口10万対) 

男性 43.0 

女性 22.7 

(2011～2015年平均値) 

男性42.5 

女性21.8 

（2023年度） 

⑧全年齢の虚血性心疾患年齢調整死亡

率を減少させる 

(人口10万対) 

男性 16.3 

女性  7.2 

(2011～2015年平均値) 

男性15.7 

女性 6.6 

（2023年度） 

⑩8020達成者の割合を増やす 40.6% 

(2015年度) 

56.0% 

（2023年度） 

２）主要な生活習慣

病の合併症予防・重

症化予防 

③糖尿病腎症による人工透析新規導入

者の割合を減少させる 

(人口10万対) 

男女計 13.5 

(2015年) 

男女計 8.0 

（人口10万対） 

⑥40～89 歳の平均収縮期血圧値を維持

する 

男性 129.5 mmHg 

女性 127.3 mmHg 

(2016年度) 

男性 128.8mmHg 

女性 127.6mmHg 

３）生涯を通じた健

康づくり 

ウ 高齢者の目標 

③65歳以上の BMI20以下の高齢者の割

合の増加をおさえる 

男性 18.8% 

女性 25.3% 

(2016年度) 

男性 18.8% 

女性 26.1% 

（2023年度） 
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(3)国の施策の動向・考え方  

 ①高齢者の特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②健康寿命延伸プラン 
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③これまでの高齢者の保健事業と介護予防の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④今後の方向性 

a.閣議決定事項 
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b.高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン 第2 版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤後期高齢者医療制度 保険者インセンティブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※令和3・４年度版は、令和3 年度中に公表予定となっています。 
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２．保健事業等の実施  

（１）高齢者の特性を踏まえた切れ目のない保健事業の展開 ～フレイル(虚弱)の進行を防ぐ～ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストラクチャー

ストラクチャー

・市町村との連携体制 ・受診勧奨数

・予算確保 ・勧奨者の医療機関受診数

ストラクチャー

・予算確保 ・結果の入力割合 100%

ストラクチャー

・関係機関との連携、協力
体制の構築

・啓発方法、内容の検討

・予算確保

・対象者の抽出に係る事務委託

事業名 プロセス アウトプット アウトカム

③後発医薬品(ジェネリック)
利用促進事業

①重複頻回受診、重複投薬
者等への訪問事業

・啓発回数

・対象者の抽出数と訪問等指導実施
数

・実施市町村数(一体的実施事業によ
る実施も含む)

・市町村への事業実施意向調査
と業者委託

・対象者抽出、効果判定の事務
委託

・通知送付数

 80％以上

実数

対前年度比増

80％以上・ジェネリック使用割合
・国保連合会、保険者協議
会との連携体制の継続

・啓発内容等の協議回数

・ドックの受診者数・補助金による実施支援

４）適正受診・適正服薬行動の推進 適正受診・服薬行動による医療費の適正化目標

・啓発した回数

・受診券通知数、再発行数

・関係機関との協議回数

・受診券の発行、通知

・対象者の抽出

・歯科医師会や市町村などの関
係機関と意見交換する機会の設
定

18％以上

③長寿・健康増進事業

②歯科口腔健診事業

・県内の歯科医療機関及び
市町村との連携

・予算確保

・医療につながった人の割合

・関係機関と意見交換する機会の
設定

・高齢者の特性を踏まえた健診内
容の検討

健診・歯科口腔健診受診率の向上

・受診勧奨対象者の健診受診率

・健診受診率

事業名 プロセス アウトプット アウトカム

28％以上

10％以上

①健康診査事業

・健診対象者や項目の見直しに向け
た協議回数

・予算確保

・市町村など関係機関との
連携

・受診勧奨の抽出、勧奨内容の
見直し

50％以上

50％以上

・参加者の健診等数値改善割合

・勧奨後の健診受診者数

・健診未受診者への受診勧奨通知数

・健診周知の回数

・実施市町村数　　　　　　　　　　　　　　　　　 

①低栄養防止対策事業

②糖尿病性腎症等重症化予
防対策事業

・指導実施者数　　　　　　　　　　　　

・実施市町村数（一体的実施による実
施も含む）

・事業を実施する市町村数(一体的実
施事業による実施も含む)

・介入前後の評価指標の変化数（改
善・悪化・維持・その他)

・訪問指導者数

・歯科口腔健診結果から抽出したリス
ク者数

・市町村への情報提供

・市町村の取組状況の把握

・予算確保

・市町村との連携体制

・予算確保

・医師会などの関係機関と
の連携、協力体制の構築

・介入前後の健診結果数値の変化割
合(改善・悪化・維持・その他)

・健診結果から抽出したリスク者数

高齢者の保健事業と介護予
防の一体的な実施事業

２）生活習慣病や低栄養などの重症化リスク者の早期発見と早期介入

事業名 プロセス

１）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業の推進 全市町村での事業開始

事業名

目標

プロセス アウトプット

・市町村の取組状況把握

アウトカム

対前年度増

100%

アウトカム

・セミナー、研修会の開催

・体重、BMＩ、及び口腔機能が維
持・改善した指導実施者の割合

・事業を実施する市町村数

・質問票及びそれに準じたものを
活用して参加者の健康状態を把
握した通いの場等の割合

・予算確保

・市町村、県、国保連など関
係機関との連携体制

・質問票の活用への働きかけ

・県・国保連との連携会議の開催

・質問票及びそれに準じたものを活用
して参加者の健康状態を把握した通
いの場等の数

・セミナー、研修会に参加した市町村
数

・開始にかかる事業説明回数

目標 重症化リスク状態での発見と適切な支援の介入

アウトプット

 90％以上
  

③その他の重症化予防対策
事業

・市町村に通知内容や対象者の
確認依頼

・事業目的に沿ったリーフレットの
検討

・受診勧奨対象者の医療機関受
診率

80％以上

・市町村の取組状況の把握

・市町村への情報提供

②多剤服用者(ポリファーマ
シー)対策事業

・啓発した回数
・現状把握のための情報収集と
課題抽出

・効果額
(総額と1人あたり額)

・指導を実施した人の適正受診
の割合

・予算確保

・医師会、薬剤師会等の関
係機関との連携、協力体制
の構築

３）健診・歯科口腔健診の受診率向上 目標

・歯科口腔健診受診率

・高齢者の特性を踏まえた
健診実施体制の構築
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（２）医療費、個別事業の集計・分析・評価 

広域連合が実施する事業や保有する健康・医療情報から地域の健康課題を集計・分析し、市町村などの関係機関と情報

共有、意見交換を行うことで、事業の施策化につなげます。 

 

３．国からの支援等 

(１)国保・後期高齢者ヘルスサポート事業等 

  国保連合会は、各保険者における保健事業の展開を支援するために、国保・後期ヘルスサポート事業を実施していま

す。同事業では、各国保連合会が、公衆衛生等の専門家を委員として組成した保健事業支援・評価委員会による保険者支

援等が実施されています。 

当広域連合が実施する保健事業や計画において、第三者の視点を加えて策定・評価することは重要な要素となるためで

あり、また、保健事業支援・評価委員会には多くの計画の策定支援等を行ってきたノウハウが蓄積されていることから、引き続

き事業を活用していきます。 

 

(２)国の補助金及び交付金の活用 

広域連合が被保険者の健康づくりのための保健事業を実施する場合の必要な費用について、以下の助成を活用します。 

 

①後期高齢者医療制度事業費補助金事業 

後期高齢者の健康診査事業及び歯科口腔健康診査事業については、後期高齢者医療制度事業費補助金事業によ 

る助成を活用します。 

②特別調整交付金(後期高齢者医療財政調整交付金) 

  高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業をはじめ、高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進のための

事業、重複頻回受診者・重複投薬者への訪問指導等の事業については、特別調整交付金による助成を活用します。 

また、後期高齢者医療制度においては、市町村国保と同様に、医療費適正化や健康づくりに取り組む広域連合への

インセンティブ制度が創設され、各広域連合の取組状況等を評価して特別調整交付金に反映することで、保健事業の取

組について財政支援が行われています。当広域連合においても、これらの評価指標を考慮に入れながら、事業展開に

取り組んでいきます。 

 

４．計画の評価・見直し 

 本計画の見直しは、国の方針の変更や目標の進捗管理上で支障がある場合など 

の際、必要に応じて行います。見直した内容は、計画書巻頭の変更履歴で管理す 

るとともにホームページに修正版を掲載するなどして、被保険者及び関係機関・ 

団体に周知を図ります。 

見直しの必要性を判断するため、国からの通知や情報提供の動向を注視し、 

年度ごとの計画目標や各保健事業に設定した評価指標により評価を行います。 

評価にあたっては、「島根県後期高齢者医療広域連合保健事業等連絡会」 

や「島根県後期高齢者医療広域連合ブロック会議」の内部評価に加え、「懇話会」 

や島根県国保連合会が主催するヘルスサポート事業の一つである「保健事業支 

援・評価委員会」を活用します。 
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５．計画の公表・周知 

 本計画は、当広域連合のホームページに掲載して公表し、医療機関等関係団体には計画を公表しているＵＲＬを案内しま 

す。なお公表にあたっては、厚生労働省から令和2 年10 月に示された「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に 

関するガイドライン(令和3 年1 月改正)」に沿い、特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないよう、十分配慮して行 

います。また、計画の見直しを行った場合も同様の対応を随時行ってまいります。 

 

 

６．個人情報の取扱い 

 健診データやレセプトに関する個人情報は、一般的に個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第57 号。）に定める 

要配慮個人情報に該当するため、他の個人情報より慎重に取り扱わなければなりません。 

 当広域連合においては、個人情報の保護に関する各種法令・ガイドラインや、セキュリティポリシーとその実施手順に基づ 

き、庁内での取扱い、外部委託業者への業務委託等の各場面で、その保有する個人情報の適切な取扱いが確保されるよう 

措置を講じます。 

 


